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　平成 29 年３月14 日( 火) 京王プラザエミネンスホール

で全体連絡会議は2 時半に始まりました。東法連女連協の会

長であり、北沢法人会の熊﨑副会長が主催側の挨拶をした。

声も良く落ち着いて、とても素敵なあいさつでした。来賓と

して東京国税局から三人お見えでしたが課税第二部次長多

田毅氏が挨拶され「税に関する絵はがきコンクール」の評

価は高く、今後益々期待されていると話されました。

　絵はがきの応募数は 20,000 点を超え、東京都内の各税

務署から 1 点ずつ 48 点がノミネートされ東法連に集まり

ました。各々が秀作揃いでしたが、特に実質 1 位の全法連女

連協会長賞は 200 人以上の女性部会の出席者全員が納得

だったと思われる擢
ぬき

んでた作品でした。

　特に透明感のある青の使い方、デザインの斬新さ、奥行き

を感じさせる構成、標語も『税から生まれる、生命の輝き』

です。発想力の豊

かさを感じます。

浅草法人会の皆さ

ん は 一 昨 年 前 の

北沢と同じく、鼻

高 々 だ っ た 事 で

しょう。子ども達

の想像力は無限で

すね。未来に生き

る子ども達は未来

を自分達で創って行く力を持って居る、そんな事を考えて

今後の期待も膨らみました。

　少し休憩があり、講演会が始まりました。『女性が自分ら

しくいきるために』という演題でした。女優でタレントでも

ある秋川リサ氏は恋多き女である母親に翻弄されながらも

祖母に『強く、つよくなれ』と育てられ、教師にも支えられ、

やがて運良くモデル、女優となり一家を支え家を建て、子ど

もを育て大学をようやく卒業させ、これから少し楽しい事

もと考えた。その直後母親の認知症が発覚、介護の日々が始

まる。２年間の苦闘、５年間の施設通い。それぞれの時期真

剣に闘ってきた半生を、包み隠さず話す迫力に快いものを

感じました。今度は自分の番であり、ぴんぴんコロリを理想

に、もし半死半生の状態になったら亡くなるまでそのまま

にして、それから病院に連絡しなさいと子どもには伝えて

あるとの事。理想の死も又闘い獲るものらしい。秋川氏も20

年後にはもう少しおだやかに？

　第２部として『交流懇親会』があり、大同生命の帯野高司

氏が挨拶『介護保険』の大切さを話され、全国では東京が

30％を占めていると話されていました。私の隣に居られた

荏原法人会の方は東法連女連協の顧問という肩書きをお持

ちの人で、10 年位前会長として、プリンスホテルでと懐か

しそうにお話しして下さいました。

　内容の充実した楽しい連絡会議だったと思いました。

( 女性部会 相談役　山﨑 富美子)

東 法 連 女 性 部 会 全 体 連 絡 会 議

絵はがきコンクール出品作品を指差す山﨑相談役 主催側の挨拶をした熊﨑副会長（写真左端）
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東 法 連 女 性 部 会 全 体 連 絡 会 議

第 1 2 回  法 人 会 全 国 女 性 フ ォ ー ラ ム

　平成 29年４月７日 城山観光ホテルにて「輝け女性！そ

の風は南から」をテーマに鹿児島大会は始まりました。

　前日から鹿児島入りしていた私達は7 日のお昼頃鹿児島

中央駅に着き、駅には鹿児島の女性部の方たちが大勢で迎

えていただき感動しました。

　会場では14 時開会までお土産を買ったり、熊崎さんを見

つけては写真を撮ったりしましたが、全国から1700 名余の

人たちで溢れて女性パワーいっぱいでした。

　一部では来賓挨拶の後スローガン紹介を全法連女連協副

会長の熊崎さんが行い、活動報告では鹿児島の各法人会の

模様が放映、発足当時から雑巾など作り老人施設や保育園

小中の学校等へ寄付。地域の花植え運動等、私達もとても参

考になりました。

　二部は記念講演「明日の社会と税金を語る～霞が関から

ワシントンまで～」と題し㈱国際協力銀行代表取締役専務

取締役林信光氏のお話が、ユーモアを交えて楽しいお話を

してくださいました。

　三部の懇親会では地元の民謡おはら節、切れの良い踊り、

綺麗どころの踊りとか有りました。会場が細長く東京は後

ろの方で良く見えませんでしたが、素晴らしかったです。次

回の開催県山梨のアピールが有り最後は武田節の大合唱で

終えました。翌日は北沢のメンバー５人で桜島から霧島ま

でのツアーに参加して無事東京に帰ってきました。余談で

すが、広瀬家の先祖辺見十郎太の墓が南洲神社の西郷隆盛

の墓の隣りにあると聞いていましたので、お墓参りをして

「西郷南洲顕彰館」を見学することが出来ました。

( 女性部会長　広瀬  節代)

税務署長を囲む会（税務研修会）・部会報告会
　平成29 年３月23 日（木）法人会館大会議室に於いて、

15 時～湯本北沢税務署長を囲む会・税務研修会（テーマ：

私の履歴書）、16 時～報告会、17 時～懇談会と３部構成で

開催した。

　１部の湯本署長の講演は、脳梗塞を患った体験談から始

まり、主に会計、営繕業務の経験から築40 年越えの建て替

えが必要な税務署は294 署あるが予算がつかず建て替える

のは難しく、６割が改修工事をしながらしのいでいる。北沢

税務署は48 歳、18 番目に古く改修工事でしのいでいる。現

在、唯一建て替えられているのは世田谷税務署のように合

同庁舎のみという現状を知った。

　２部は、今年度の事業及び決算報告と次年度の事業計画

案と予算案を報告し、近々の事業について検討した。３部の

懇談会は、食事をしながら自己紹介やＰＲの後に税金ミニ

クイズ大会を行った。

　３部構成の長丁場、皆様お疲れ様でした。皆様と情報を共

有できた事、意見交換ができた事、有意義な時間を共に過ご

せた事に感謝申し上げます。

【参加数】署長を囲む会26名・報告会26名・懇談会22名

( 女性部会 副部会長　丸山恵美子 )



皆さん、こんにちは。新緑も目立ち始め少しずつ夏を感じさせてくれる季節となりましたね。

とても過ごしやすくウトウトとしてしまう時期ですが、眠気に負けず頑張っていきましょう！

Ｌｅｔ‘ｓ　ｔｒｙ！　
第1問　街の交通整理に欠かせない信号機。さて、信号機１基はおよそいくらくらい
　　　　するでしょうか？

　　　　 ① ２万円　　　　　② ２０万円　　　　　　③ ２００万円

　　第 2 問　第１次世界大戦の戦後処理に苦しむドイツは厳しいインフレーションを
　　　　　　経験することになります。さて、このときマルクの価値はどのくらい下がった
　　　　　　でしょうか？

     　　　　        ① １００万分の１  ② １億分の１          ③ １兆分の１　　　　

＊答えは 22 ページに掲載
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！

税ぜ
い
き
ん
ぱ
ち
せ
ん
せ
い

金
八
先
生
！
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全 法 連　平成 29 年度 税制セミナー
　公益財団法人　全国法人会総連合主催の平成29 年税制

セミナーが平成29 年2 月14 日( 火) 午後1 時から新宿のハ

イアットリージェンシー東京で行われました。

　第1 講座では「平成29 年度税制改正について」と題して

　財務省主税局審議官の矢野 康治氏、第2 講座では「今後

の税制改革と財政再建の行方について」慶応義塾大学経済

学部教授の土居 丈朗氏。

　第１講座では政府税制改正大綱についての講演

　第２講座では今後の税制改革と財政再建の行方について

　の講演

　平成 28 年12 月 22 日に閣議決定された大綱と今後の改

革と財政再建についてのお二人の講演終了後も質疑応答が

行われました。　　  ( 税制委員会担当副会長　蜂谷 和明）

社会貢献委員会 環 境 セ ミ ナ ー
　平成 29 年２月 27 日、第４回環境

セミナーを開催しました。

島国ニッポンシリーズ、今回は、「東京

湾の“しま”～埋立地～の今・昔」と

題して、お台場、豊洲、海の森の歴史を

ひもとき、ちゃんと調べればわかるけ

ど、誰も調べないので知られていない

豆知識をお伝えしました。

　今は流行の最先端を行くお台場は、

元は黒船を迎え撃つための大砲を据

え付けた人工島。お台場の「台」は、砲

台。

 築地市場移転問題で話題の豊洲は、以

前は東京ガスの工場でしたが、元をた

どれば関東大震災のがれき処分地に

つけられた地名。

　五輪ボート会場の海上の森とは、元

は私たちの出したごみを埋め立てた最

終処分場、競技は新旧の処分場の間の

水路。

　社会貢献委員会として実施する最

後の事業となりましたが、参加者20

名ほど、笑いあり、驚きあり、懇親会も

盛況となりました。

( 社会貢献委員・環境セミナー講師　

西  原　弘 )
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青 年 部 会  第５回 ふくふくスタンプラリー

　2017 年４月１日（土）梅ヶ丘地区にて「ふくふくスタ

ンプラリー」を開催致しました。世田谷区のご後援をいた

だいた青年部の社会貢献事業です。

　当イベントは、「総合福祉センター」「すまいる梅ヶ丘」

「白梅福祉作業所」「サミット梅ヶ丘店」の４箇所にスタン

プ台を設置し、参加者の皆様に各ポイントを回って頂きな

がら、作業所の活動体験や利用者さんと接することを通し

て、この地域の福祉活動に触れて頂くことを目的としてい

ます。今回もジェイコム世田谷局様にご協賛を頂き、スタ

ンプ台の提供、撮影等の広報活動、ノベルティーグッズの

提供等によりスタンプラリーの運営にご協力頂くのみなら

ず、ゆるキャラ「ざっくぅ」の登場でご来場の皆様や施設

利用者の皆様にもより一層楽しんで頂けました。

　当日は、残念ながら終日小雨が降り続く生憎の天候であ

りましたが、そんな中 400 名近い方々がゴールされまし

た。スタンプブックを持ってコースを行く子供たちや施設

利用者さんの弾んだ声、そしてゴールで景品を受け取った

後の嬉しそうな笑顔に、スタッフ一同心を温かくしながら

運営させて頂きました。また、第 28 回を数える総合福祉

センターの『さくらまつり』共催となってはや４度目。ご

来場の皆様からも「毎年楽しみにしています」などとあり

がたいお声かけを頂き、知名度が上がってきている事を実

感しております。

　この「さくらまつり」の中におきましては、多くの福祉

作業所等の施設の方々が、それぞれ制作されたお菓子や小

物などを販売するブースが展開されました。またエントラ

ンス付近においては焼鳥やフランクフルト、おしるこやわ

たあめに至るまで、様々な模擬店が立ち並び、買い求める

人々が列をなしていました。また中庭においては、雨の合

間を縫ってチアダンスや車椅子の方のライブなどで会場を

盛り上げていました。更に今回は、「ざっくぅ」に加え、「ピー

ポ君」や「イータ君」「プラミィ」も駆けつけ、ゆるキャ

ラ揃い踏みで館内が熱気を帯びていました。

　青年部会におきましては、小田急線梅ヶ丘駅において「ア

ンテナショップ」を設置し、福祉作業所の製品を販売する

とともに、スタンプラリーやさくらまつりの案内を行いま

した。また総合福祉センター内で「コロッケ」の模擬店を

出店し、おかげさまで追加分を含む 250 個を完売する盛

況ぶりでした。

　多くの方々の思いに支えられ、５回目を迎えたふくふく

スタンプラリーも無事に終了することができました。準備

段階より様々な面でご協力くださった共催各団体・協賛企

業の皆様、当日ご来場くださった地域の皆様、雨の中の運

営を支えてくださった青年部会員・ボランティアの皆様、

そして共に走ってくださった実行委員の皆様。どなたが欠

けても、ここまで来ることはできませんでした。この場を

借りて御礼を申し上げます。本当にありがとうございまし

た。

　今後「ふくふくスタンプラリー」が、地域と福祉施設を

つなぐ架け橋として、皆様のお役に立つことを願って止み

ません。

（ふくふくスタンプラリー実行委員長　青年部　板東 諭史）
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飯野光彦氏国税庁長官表彰受彰祝賀会

　平成 29 年２月 22 日（水）、当

会会長の飯野光彦氏の国税庁長官

表彰受彰祝賀会が新宿のハイアッ

トリージェンシー東京 28F スカ

イルームにて行われました。

　司会の坂本 明大前副支部長の

あいさつにより飯野様ご夫妻入場

で始まり、広瀬副会長の開会の辞

のあと発起人８名を代表して梶原

副会長より挨拶がありました。

　来賓祝辞は湯本北沢税務署長、渡辺世田谷都税事務所長、

当会顧問の折元、渡 両顧問、大同生命保険の帯野執行役員

本部長より、祝辞をいただきました。その後祝電披露、記念

品、花束贈呈が行われ、謝辞として飯野会長から、ご多忙中

にもかかわらず出席していただいた参加者に対して心から

の御礼挨拶、今回の受彰は皆様の納税功労に対して、様々な

ご協力ご支援のお陰ですと話され、ご本人の体験を短く披

露、25 歳に現会社に入社26 歳の時社長のお父様が倒れら

れ、その時「東洋ドライルーブ㈱」は立派な仕事だからと言

われたのを自分の柱として見事７年前にジャスダックに上

場、それも『法人会の先輩、又いろんな方が応援してくれた

からこそ今があります。そして家族、会社の仲間たちに感謝

しております。』と挨拶がありました。

　乾杯は北沢納税貯蓄組合連合会会長の島田様よりおめで

とうございますの発声で祝宴へ。

　今回のお祝いのミニコンサート（La Dill　彌勒忠史（カウ

ンターテナー）坂下忠弘（バリトン）金山京介（テノール）岩

田健志（バリトン）も素晴らしく、参加者の皆様が本当に素

晴らしい祝賀会でしたと異口同音に語っておられました。

( 祝賀会発起人会　蜂谷 和明)

飯野会長と玲子夫人

司  会
坂 本    哲 氏
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東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）報告書制度ヘルプデスク
〒 163-8001 東京都新宿区西新宿 2 − 4 − 1 新宿 NS ビル 10 階   TEL:03(5990)5091　FAX:03(6279)4699

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
公益社団法人 北沢法人会事務局
〒 154-0022 東京都世田谷区梅丘１−４３−１　　　　　　　　 　TEL:03(5450)7121　FAX:03(5450)7122



― 10 ―

村　上　葬　祭

「大切ですよ！就業規則」第 37 回  社会保険労務士　松崎 直彦ワンポイント
アドバイス

松崎社会保険労務士事務所
人事・労務管理を通じて働きやすい職場を作り、
会社の業績アップのお手伝いをします。

TEL.03(3307)3723　　FAX.03(6909)1159
e-mail : mzk11450@xpost.plala.or.jp
HP ： http://www.matsuzaki-office.jp

１．労働時間とは

　労働基準法の第 32 条において、「使用者は労働者に休憩

時間を除き、一週間について四十時間を超えて労働させて

はならない。」また、その第二項で、「使用者は一週間の各

日については労働者に休憩時間を除き一日について八時間

を超えて労働させてはならない。」と規定しています。こ

れがいわゆる法定労働時間となります。超えて労働させて

はならないって、じゃあ残業は？と思われるかもしれませ

んね。これは第三六条に規定する、いわゆる三六協定の締

結があればさせることができることになります。

　また、超えてはならないのであって、これよりも少ない

時間であれば全く問題ありません。それから、休憩時間を

除きなので拘束時間とは異なることになります。それでは、

ここでよく問題となるのが、始業前の 20 分程度の朝礼の

時間は労働時間なのかといった問題です。これは使用者の

指揮命令下にあるかどうかで判断されるのですが、参加の

命令があるのか、命令がなくとも欠席した場合に何らかの

不利益制裁があるのかなど、総合的に判断することになり

ます。一般的に考えれば、労働時間として捉えるのが正し

いのではないかといえると思いますので、注意が必要です。

　他に休日の接待ゴルフは労働時間になるのかといった問

題があります。確かに会社のために貴重な休日を使ってい

るのであるから、「ゴルフ」も仕事の一環と言いたくなり

ます。しかしながら行政解釈も判例もこの辺りは厳格で、

接待ゴルフといっても、ゴルフプレー中は業務と関係なく

プレーに興じているのであって、業務遂行そのものという

より、「取引関係の円滑化」を図る親睦的なものであると

いうことから、業務遂行の側面は薄く、また、使用者から

の指揮命令の側面も薄いといえます。よって、一部の例外

を除いては、仮に使用者の命令でゴルフコンペに参加した

としても、またそのプレー費用が会社負担であるとしても、

ゴルフプレーそのものは労働時間とはみなされないと考え

るべきです。

２．休憩時間とは

　労働基準法において、第 34 条で、一日の労働時間が 6

時間を超える場合は 45 分以上、8 時間を超える場合は 60

分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなら

ない、としています。ただし、まとめて与えろなどとの規

定はないので、分割して付与しても構いませんが、就業規

則にその時間を明記しなければならないので、分割するの

であればあらかじめ分割した休憩時間を時刻を明らかにし

ておかなければなりません。

３．自由利用の原則

　同じく基準法第 34 条には休憩時間は自由に労働者が利

用できるのが原則であると規定されています。休憩とは、

労働者が仕事から解放され、自分で自由にできる時間で

あって初めて休息といえるからです。ただし、合理的な理

由がある場合には、例えば外出の届け出制など一定限度の

規制は認められています。また、休憩時間といえどもあく

まで事業場内の施設内において休息がとられる以上、会社

の施設の利用上の制約を受けることがあります。また、会

社の企業秩序維持上の制約にも拘束されることになりま

す。つまり、他の労働者の休憩時間を妨げるような行為や

事業場の秩序を乱すような行為は禁止されます。さらに、

労働時間の途中であることから、休憩後の労働に差し支え

るような休憩時間の利用も制約されることになります。

４．一斉休憩の原則

　法では、事業場単位でその事業場の労働者全員に一斉に

与えなければならないことになっています。ただし、一斉

休憩の原則の例外の業種が規定されています。これはいわ

ゆる公衆を相手とする業種で、運送業、販売業、理美容業、

金融・保険・広告の事業、映画・演劇・興業の事業、保健・

衛生の事業、旅館・飲食店・娯楽場の事業などです。です

から、逆に言えばこれら以外の事業では一斉に与えなけれ

ばならないので注意が必要です。

〜 労 働 時 間 と 休 憩 時 間 〜



はじめに
　最近のコンピュ－タの低価格化と高機能化により、職場の
みならず家庭でもコンピュ－タを利用することはあたりま
えのことになっていますし、また、近年における通信システ
ム技術の進歩により、コンピュ－タと通信システムが結合
し、企業内ネットワ－クシステムやインタ－ネット通信シス
テムが急速に進展しています。そこで今回は、ソフトウエア
の特質を踏まえながら、その税法上の取り扱いについて、皆
さんが遭遇されることが高いと思われる項目をピックアッ
プして確認をしていくことにします。

□税務会計の取り扱い
　ソフトエウアは、「社内製作」「社外購入」であるかを問わず
に、一律に「減価償却資産である無形固定資産（残存価額ゼ
ロ）として償却」するのが原則です。したがって、ソフトウエ
アはその取得価額が10 万円以上であれば、資産計上をするの
が原則です。
　また、ソフトウエアを自社開発（社内製作）した場合には、
その取得価額（その開発に係る原材料費、労務費、経費等及
び事業の用に供するために直接要した費用の合計額）を合理
的に算定することが必要となります。

□ソフトウエアに関する取扱い
→コンピュ－タ本体にソフトウエアがプレインスト－ルさ
れている場合
　パソコンを購入する際には、コンピュ－タ本体にソフトウ
エアが既に組み込み（プレインスト－ル）されていることが
ありますね。

　当社はパソコンを購入したが、このパソコンには、基本
ソフト（ＯＳ）の他、ワ－プロや表計算ソフトといった応
用ソフトが初めから組み込まれていた。このパソコンの購
入代金の明細書をみるとコンピュ－タ本体の代金のみが
記載されており、特にソフトウエアの代金としては区分表
示されていない。このような場合には、パソコン本体とソ
フトウエアを区分して償却計算を行わなければならない
のであろうか。

　最近のパソコンは、コンピュ－タ本体にオペレ－ティン
グ・ソフト（ＯＳ）といわれる基本ソフト、ワ－プロ・表計算
ソフト等の応用ソフトが初めから組み込まれた形で販売さ
れていることが多いですが、このうち基本ソフトについて
は、コンピュ－タを作動させるために必要不可欠なソフトで
あることから、コンピュ－タの一部を構成するものと考える
ことができます。また、応用ソフトについては、コンピュ－タ
メ－カ－がプレインスト－ルしているものは、ソフト一本当

たりの単価は非常に安いものであり、ソフトウエアそれ自体
を値引きしているとも考えられることから、このケ－スの場
合には、購入価格をすべてパソコン本体と考えても差し支え
ないように考えられます。なお、当然のことながら、購入代金
明細書でコンピュ－タ本体・ソフトウエアの代金がそれぞれ
明らかとなっている場合には、有形減価償却資産と無形減価
償却資産とに区分して資産計上します。最近では、インタ－
ネット上で、ユ－ザ－がコンピュ－タの仕様、プレインスト
－ルするソフトウエアの種類等を指定して注文する形態の
ものも増加してきていることから、このような取り扱いとな
るものも存在すると思われます。

→ソフトウエアの修正（バ－ジョンアップ）
　さて、ソフトウエアは業務等の効率化に威力を発揮する
が、業務等の方法は常に「改善」を行っていることから、ソフ
トウエアもそれに合わせてバ－ジョンアップが行われてい
ますね。

　当社は従来から使用していたソフトウエアに対して新
たな機能を追加するための修正を行った。このソフトウエ
アの修正費用については税務上どのように取扱われるこ
ととなるか。

　ソフトウエアの修正を行った場合には、それが既存のソフ
トウエアの機能向上又は機能追加を目的とする場合には、そ
の部分については、新たなソフトウエアを取得したものとし
て、その修正費用は原則として資本的支出として、無形固定
資産に計上されることとなります。
　ただし、その修正がソフトウエアの機能上の障害（バグ）
を修正し、現状の機能を維持するために行われるものであ
る場合には、その修正費用は、収益的支出として、その修正を
行った日の属する事業年度において一時の損金の額に算入
することができます。
　不動産物件検索ソフトウエアを例にとってみます。例えば,

「ユ－ザ－が希望する場所・広さ・価格帯を入力すると、該当
する物件デ－タが表示される」というソフトウエアがある
時、なぜか入力した条件と違った物件が表示されました。そ
して、これはプログラムに誤り（バグ）があるためと判明し、
現状機能維持のための修正を行うこととなりました。その修
正費用は収益的支出となりますね。一方、条件を入力すると
該当物件デ－タ以外にその物件の間取り・写真までも表示す
るようにプログラムを修正した場合には、その修正費用は資
本的支出に該当することとなります。

　今回は基本的な論点を中心に見てきました。そこで、次回
は、これを基にして、さらに突っ込んだ論点を見て行こうと
思います。
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経 理 の 知 識東京税理士会
北沢支部伝授

□ 執筆者の紹介
・ 税理士：川辺 洋二
・ 事務所所在地：世田谷区代田5-34-8 カ－サ下北沢103
・ 電話番号： 0 3 ( 5 4 3 3 ) 8 3 8 0
・ 主な著作：「コストダウンのための原価のしくみ
                 （日本能率協会）」他
・ 主な講演先： 早稲田大学、日本ＦＰ協会
・ 事務所ホームページ： http://kawabe-kaikei.com/

ソ フ ト ウ エ ア（1）

□ 東京税理士会・北沢支部の紹介：私たち税理士は、税務の
専門家として納税者の皆様の少しでもお役に立てるよう
日々邁進しております。何か税務のことでお困りの際は、
東京税理士会北沢支部までお気軽にご相談下さい。

　東京税理士会北沢支部
　東京都世田谷区松原6 −1 −10 アイリンマンション3B
　電  話： 03(3322)7894 ＦＡＸ : 03(3323)3571
　mail: kitazawa-shibu@ zeirisi-kitazawa. org 
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　本日は，Ａさんが相談に訪れました。Ａ
さんの相談内容と回答は次の通りです。
＜Ａさんの質問＞
　私の夫は既に他界し現在一人暮らしを
しています。私には，子が ２人（ＢとＣ）
おります。Ｂには，以前Ｂが事業を始める
際に500 万円贈与しました。Ｃは私の
家の近所に住んでおり，良く私の身の回
りの世話を手伝ってくれています。ただ，
Ｃは，来年結婚する予定になっており，結
婚後は，少し離れた町に引っ越す予定と
なっています。
◆質問１
　私には，2000 万円の価値の不動産と
500 万円の預貯金があります。Ｂに以前 
500 万円援助したこと，Ｃが私の身の回
りの世話をしてくれていることなどを踏
まえて，「財産を全てＣに相続させる。」と
いった内容の遺言書を作成したいと考え
ています。このような遺言書を作成した
場合に，法律上問題はありますか。また，
何か注意をするべきことはありますか。
◆質問２
　質問１の内容で遺言書を作った後，Ｃが
私の世話をしてくれなくなってしまった場
合，遺言書の内容を訂正したいと考えてい
ますが，そのようなことはできますか。でき
るとした場合に，気を付けておいた方が良
いことはありますか。
＜Ａさんへの回答＞

（１）質問１について
① Ａさんの相続人は，子のＢとＣの２名の
みということですので，遺言書を作成しな
かった場合には，Ａさんの相続財産は，Ｂ
とＣが２分の１ずつ相続することになりま
す。

　仮に，Ａさんが考えている内容の遺言書
を作成した場合には，Ｂさんの遺留分の問
題と特別受益の問題を考えておかなけれ
ばなりません。

② 遺留分とは
　遺留分とは，被相続人が有していた財産
の一部について，最低限の取り分として一
定の法定相続人に保障する制度のことを
いいます。子しか相続人がいない場合に
は，遺留分は法定相続分の２分の１となり
ます。

　したがって，本件の場合，ＢさんとＣさん

の遺留分は，それぞれ，法定相続分の２分
の１（すなわち相続財産全体の４分の１）と
なります。遺留分を侵害する遺言書が作成
された場合には，遺留分を有する相続人（本
件の場合Ｂさん）は，将来，遺留分を侵害し
た相続人（本件の場合Ｃさん）に対して遺
留分減殺請求をして，遺留分が侵害されて
いる額を請求することが出来ます。

③ 特別受益とは，特定の相続人が，被相続
人から婚姻・養子縁組・生計の資本として
生前贈与や遺贈を受けた際の利益のこと
をいい，特別受益を受けた相続人を特別
受益者と呼びます。特定の相続人が被相続
人から特別受益を受けている場合は，そ
れを遺産分割の際に計算に入れて修正を
行って分配することになります。

④ 特別受益がある場合の遺留分侵害額の
計算方法について

　特別受益者がいる場合には，遺留分は，
被相続人が相続開始時に有していた財産
の価額にその特別受益額を加え，その額
を基準に算定し，さらに，特別受益者につ
いては，そこから特別受益額を控除して算
出します。

　Ａさんの場合，Ａさんの財産には 2000 万
円の価値の不動産と 500 万円の預貯金が
ありますが，それに，Ｂさんに以前援助した 
500 万円を足します（合計額は 3000 万円
になります）。Ｂさんは，Ａさんの相続をし
た際には，Ｃさんに対して，3000 万円の４
分の１（750 万円）から，特別受益額（500
万円）を控除した金額，すなわち250 万円
を遺留分として請求することが出来ること
になります。

⑤遺言書作成に際しての法律上の問題点や
注意点について

　Ａさんが考えている内容の遺言書を作る
ことには法律上問題はありません。

　ただし，将来，遺留分をめぐって，Ｂさんと
Ｃさんとの関係が悪くなる可能性もありま
す。遺言書を作成される方の中には，将来
の禍根を残さないように，遺留分侵害額が
発生しないように遺言書を作成される方も
います（今回の場合，例えば，「Ｂに預貯金
の一部２５０万円を相続させる。Ｃにそれ
以外の財産を全て相続させる。」といった
内容の遺言書を作成することにより，遺留
分に関する調停や訴訟が起こることを防

止する。）ので，検討してみても良いかもしれ
ません。

　また，将来，相続人間で，特別受益の額に
ついて争いが生じることがあります。そのよ
うなことを防止するため，遺言書の中に付
言事項として，いつ，誰に，いくら贈与した
かを明記しておくとよいでしょう（今回の場
合，「これまでにＢに対して500 万円を贈与
していることを踏まえて，今回，このような
遺言をすることにしました。」などと記載す
ると良いでしょう。）。

（２）質問２について
　自筆証書遺言（公正証書などによらない
自筆の遺言）の場合，過去に作成した遺言
書を後から訂正することができます。その
場合には，民法で定められた方式（訂正箇
所を指示し，変更した旨を付記し，その箇
所に署名をなし，且つ，押印する必要があり
ます。）で訂正しなければ，遺言書の効力が
無効になってしまうことがありますので注
意が必要です。

　それよりも，遺言書を作った後に事情が
変わった場合には，新しく遺言書を作成す
ることをお勧めします。その場合には，新し
い遺言書が有効となり，古い遺言書の効力
は新しい遺言書に抵触する範囲で無効と
なるからです。

　遺言書が複数ある場合には，どちらの遺
言書が有効か，相続人間で争いがおきるこ
ともあります。そのような争いを避けるため
には，公正証書遺言（公証役場で公証人に
作成してもらう遺言書のこと）を作成してお
くことが安全といえます。公正証書遺言を
作成するには手数料がかかりますが，公正
証書遺言の原本は公証人によって保管さ
れますので，紛失や偽造の心配はありませ
んし，公正証書遺言の効力が無効となるこ
とはほとんどありません。

遺 言 書 に つ い て

法人・個人の法律問題をサポート致します
　世田谷綜合法律事務所
　所長 弁護士　井上　侑

〈お問い合わせ先〉
〒155-0031  東京都世田谷区

北沢２-23-13 伊達ビル4F
　  ＴＥＬ：0 3 - 5 7 7 9 - 8 2 2 8
（平日10：00〜17：30 土・日・祝日を除く）

法  律  相  談
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◎お問い合わせ先：医療法人社団　シーエスケー・クリニック　　担当：野中
TEL:03-3413-0571　FAX：03-3487-2429
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　事務局からの
　お 知 ら せ
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　平成 29 年２月 21 日 J：COM イースト世田谷局にお

いて第一部『税金クイズ』、第二部『資産形成』で公開税務

研修会を開催しました。税金クイズは北沢税務署監修の最

近のニュースなどで話題となったタックスヘイブンやふる

さと納税、過去の税務研修で学んだ相続税などから問題を

出題しました。

　決勝問題は国の財政を考えて数字

で答える問題としました。

　資産形成はＳＭＢＣ日興証券の渡

辺享氏にお願いし最近の経済情勢を

踏まえリスクが少なく堅実なドルコ

スト平均法による投資のメリットや

仮想通貨ビットコインなども含め解

説頂きました。そして今回も核心を

ついた活発なＱ＆Ａなどもあり研

修会は盛り上がりました。また熱心

な他支部の方々の参加もあり懇談会では互いの意見交換や

交流がなされました。今回は会場を提供頂いたＪ：ＣＯＭ

さんのプロジェクター設備のお陰で税金クイズがスムーズ

に実施できた税務研修会となりました。

【参加総数:25 名、会員24 名、一般１名】

( 経堂支部　税制委員　廣瀬 知樹)

経堂支部 第２回 公 開 税 務 研 修 会

ＳＭＢＣ日興証券
渡 辺    享 氏

　平成 29 年３月３日（金）、北沢

タウンホール集会所にて川辺洋

二先生をお呼びして公開税務研

修会を開催いたしました。当支部

の公開税務研修会は、研修の中身

については、専門家である講師の

先生に考えていただいておりま

すが、それぞれの研修会ごとに研

修会の在り方を模索して開催して

おります。前回は、法人会が地域へ貢献し幅広く公益に資す

る活動をするにはどうしたらよいか模索しました。

　今回は、一回原点に立ち返り、余計な挨拶や紹介などを可

能な限り排除し、税務の話にできるだけ多くの時間を割く

よう開催しました。結果的に、前回以上に具体例を含めた講

演内容になったかと思っております。

　税務研修の内容はというと、前回同様相続をテーマとし

ていました。が、しかし、中身は前回以上に参加者の心に響

く内容になっておりました。相続が起きた場合の一般的な

フローチャートはもちろんのこと、実際起きた事例につい

ても会社の規模に応じてやり方が異なることや、事業の承

継問題についても言及し今からどうしておくべきかという

法人会ならではの濃いお話をしていただけました。

　その後、参加者が自己紹介とPRを行ったのですが、毎回、

新規の会員さんがお話しするというのは、支部全体がとて

も精力的に動いて、新陳代謝を促している証左だと感じま

した。

　さまざまなイベントが毎週のように開催されている下北

沢において、堅く参加しづらい印象のある税務研修会をど

のように周知し、参加者を増やしていくかは、今後の課題で

あると思います。来年度も単なるお堅い研修会ではなく、次

も来たくなるうえ、税の知識や意義、納税の大切さを学び、

さらに社会に幅広く貢献できるような研修会にしようと思

います。

（下北沢支部　幹事　長沼  洋一郎）

下北沢支部 第２回 公 開 税 務 研 修 会

講　　師
川辺 洋二 氏
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◆愉快な生活の創造と果敢な挑戦◆
☆リネンサプライ　☆クリーニング

　   株式会社 玉川繊維工業所
本社　東京都世田谷区松原 3-40 - 7

　　パインフィールドビル 6 階
TEL　03（3327）1111（代表）

　平成 29 年 3 月 21 日 ( 火) 18 時30 分より、北沢法人会

館にて開催されました。テーマは『相続について』講師は梅

丘支部の廣川哲さん( ファイナンシャルプランナー) で24

名が出席しました。千葉支部長がもし、再婚をして子供や孫

がいる場合の相続はどうなるのか？具体的なお話をして頂

き、解りやすく楽しい研修会になりました。中には、とても

詳しく知っている人もいて盛り上がりました。現在、加入し

ている保険を見直して内容をしっかりと確認されたらいい

ですねとアドバイス頂きました。

　懇談会は地元の寿司の美登利で賑やかに楽しく、入会ま

もない人も混じって会話が弾んでました‼

( 梅丘支部 副支部長　平塚 早苗)

梅丘支部 第２回 公 開 税 務 研 修 会

ファイナンシャルプランナー
廣 川    哲 氏

　平成 29 年 3 月 28 日北沢法人会館にて代沢・ 代田支部

主催の税務、医療の公開講演会が実施されました。税務の研

修においてはSMBC 日興証券烏山店 渡辺亨様に講師をし

ていただきました。

　講演内容は「トランプ大統領とアメリカ経済」大統領就任

後も世界を騒がせているトランプ大統領、世界に大きな影響

を及ぼすアメリカの動きを証券会社の視点から注目すべき

点をお話しいただきました。

　医療研修では「からだ元気治療院」伊集和重様、橋本敬子

様に講師をしていただきました。講演内容は「健康寿命を伸

ばしましょう」でイキイキとした生活を送るためのツボ、柔

軟運動を講師の方々の指導の元その場で行いわたしも肩こ

り、腰痛が和らいだと感じました。皆さんも同様だったと思

います。参加された方達も非常に満足な公開講演会でした。

(代沢・代田支部 副支部長 長井正志)

代沢・代田支部  第２回 公 開 税 務 研 修 会

ＳＭＢＣ日興証券
渡 辺    享 氏
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千歳台、廻沢町会の花まつりは平成 29 年４月１日、小雨

ふる朝10 時に始まりました。

町会主催のためか雨降りの中役所関係の来賓の方々が集

まって来られていました｡

法人会の準備が整い、間もなく来賓席にも「税金クイズ」 

のクイズ用紙を持ってやっていただいたりするうちに、だ

んだん雨も上がり陽も差してきました。

子ども用税金クイズも少しずつ子どもが集まりノートや

シャボン玉が人気でした。大人の方は女性は可愛い花苗が

人気でしたが、男性は軍手が人気でした。

寒かったので手袋代わりにする方がおられ私たちも感心

してしまいました。

土曜日のせいか、雨降りで中止と思われたためか男性の

お手伝いがなかなか現れず今回も平安世田谷の男性陣に助

けられ感謝、感謝でした。

子ども達の笑顔やシャボン玉が風に乗って飛んで来た

り、大人も、そんなにタバコの税金て高いのとか、一人当た

りの借金がこんなに有るの !? 等会話が楽しく午後一時頃

には「税金クイズ」 の解答用紙は、大人用 100 枚、子ども

用 50 枚が全て終了しました。

寒かったけど終わってみれば楽しかったです。

( 千歳台・船橋支部　相談役　山﨑 富美子)

千歳台・船橋支部  廻沢（めぐりさわ）花まつり

ホームページリニューアルと会員証「マル得CARD」発行のお知らせ
〜活用範囲が大幅に広がる!!

ホームページと「マル得CARD」〜

　この度当会のホームページは左の画面のよう
にリニューアル制作中です。スマートフォンやタ
ブレットPC でもスムーズに対応し、戸外でも活
用出来る工夫をしています。各支部主催の催しや
税務研修会開催のお知らせなどの最新情報をは
じめ、「マル得」情報などもタイムリーで的確にご
案内出来る予定です。
　また、会員証「マル得CARD」をご利用の際に
は、HP 上の「マル得情報」のページでご確認の
うえ、各社・各店舗が提供するお得な情報「会員
特典」をご利用下さい。なお、会員証は５月上旬
に総会案内とともにお届けする予定です。

会員名

公益社団法人 北沢法人会

マル得CARD

有効期限：2020年5月末日まで

北沢法人会
公益社団法人

〒154-0022 世田谷区梅丘1-43-1 Tel.03-5450-7121
www.kitazawahoujinkai.or.jp/

会 員 証

このカードを会員特典企業でご提示く
ださい、特典を受ける事ができます。

※枠内にボールペンで会員名（社名等）をご記入ください。

会員限定

1.本証の提示を求められたときにはこれに応ずること。また、社員

   証や身分証明書の提示を求められた場合これに応ずること。

2.本証を会員以外の方に貸与する等の不正使用はしないこと。

3.本証を紛失した場合は速やかに届け出ること。

4.退会する際は、必ず返納すること。

マル得情報の詳細はこちら。1案

▲「マル得情報」は、ここに掲載

▲ご利用の際には裏面に御名前をご記入ください。

◀︎左の画面は４月20日現在のものです。掲載内容やデザインは
　ご覧頂いた際と異なる表示となっている場合があります。
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代 沢 ・ 代 田 支 部  代 田 桜 ま つ り

　平成 29 年４月２日、代田１丁目と

２丁目の境にある北沢川遊歩道で代田

１丁目商店会恒例の桜まつりがおこな

われました。

　開花宣言から気温の低い日があった

りしてなかなか桜が咲きそろうことは

なく、３分咲きでしたが、お花見にはま

ずまずの天気となりました。

　商店会はやきそば、フランクフルト、

トン汁、和菓子の販売をおこない、代

沢・ 代田支部は税金クイズを行い地域

の方と交流をしました。代田南児童館

も参加していただき、子供たちにいろ

いろなゲームもやっていただきまし

た。参加してくださった皆さん、お手伝

いしてくださった方々ありがとうござ

いました。

（代沢・代田支部 副支部長 坂田 裕紀子）

下 北 沢 支 部  池ノ上さくらフェスティバル

　下北沢支部では、4 月 16 日（日曜日）に新年度最初の活

動となる池ノ上さくらフェスティバルに、「焼きそば」と「税

金クイズ」で参加しました。開催予定だった４月９日が雨天

だった為、順延になり16 日開催となりました。

　当フェスティバル開催当初は、有志を募って参加してい

ましたが、2 年前より下北沢支部の事業として取り組むよう

になり、お手伝いの方も増え、大いに盛り上がりを見せ、池

ノ上の地元商店街にとって北沢法人会の存在感が否応なし

に増してきたように思います。

　今年は焼きそば販売の他に税金クイズをやって下さった

方にマグカップを無料で進呈させて頂き、大好評でした。

　当日は暑いくらいの晴天に恵まれ、焼きそばの売り上げ

は元より支部の皆さまのお陰で、一人一人が特技を活かし、

支部総力をあげ大成功する事ができました。

　本当に下北沢支部の底力を実感すると同時に感謝の思い

でいっぱいになりました。これからも支部一丸となって地

域の活性化と社会貢献の為、一生懸命取り組んで参りたい

と思います。

  （下北沢支部 支部長　飛田 千賀子）
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会員紹介 　 株 式 会 社 ウ ッ デ ィ 建 材 　（明大前支部）

◆先般３月29 日北沢法人会明大前支部の税務研修

会と懇談会に出席させて頂き、有難うございまし

た。更に今回「ほうじん北沢」に自社PR 掲載のチャ

ンスを賜り、感謝申し上げます。

◆私の経歴：1936 年石川県金沢市生まれ、最終学歴：

東京農工大学卒

◆定年退職：ヤマハ株式会社　60 歳

◆第二の人生：木質建材の輸入販売企業２社で販売

営業を重ねました。輸入製品と国産材の販売実務

経験により見識を高め、他方、有力な建築家との交

流を深めることにより、成果に結びつき自信と確

信を頂きました。

◆会社設立からの流れ：昨年２月 22 日に法人企業

として株式会社ウッディ建材を立ち上げてから早

くも１年を過ぎました。その間、以前からお世話に

なっておりました建築設計事務所の建築家及びイ

ンテリアデザイナーへのご挨拶及びPR により、予

想以上の短期間に新築住宅、マンションリニュー

アル、保育園等のフ

ローリング及び羽目

板の受注に結びつき

ました。昨年後半か

ら大型物件の引き合

いも増えておりま

す。今年は飛躍の年

にするためにも商品

の提案力と情報提供

の強化のため、今回

電子カタログを発行させて頂きました。今後ともご

支援宜しくお願い申し上げます。

（注）電子カタログの資料ご請求の方は以下にご請

　　求下さい。

株式会社ウッディ建材　代表取締役　中村  敏之

①Email:toshihiko.nakamura.0807@gmail.com

②TEL 又はFAX：03-3328-0489

　平成 29 年３月 29 日（水） 17 時より、昭和信用金庫明
大前支店３階会議室にて公開税務研修会が行なわれ、研修
会終了後には、中華料理「栄新楼」において支部懇談会が
催されました。
　研修会は、当支部会員でもある山田稔幸税理士にて「平
成29 年度税制改正法人税及びオーナー関連を中心に」と
題して行なわれ、改正点を具体的に説明した資料を配布し
て頂くなど、役立つ研修内容となりました。
　また、場所を移して行われた支部懇談会は、小野支部長
の開会の挨拶を皮切りにスタートし松林顧問など来賓の
方々に挨拶をしていただいたほか、今年度会員になられた
２社の紹介がされ、平成 29 年度の事業予定及び支部役員
について話し合いがされました。

　（明大前支部 副支部長 塩原 孝夫）

明大前支部　第２回  公開税務研修会・支部懇談会

司　会
明大前 坂 本 副支部長

開会挨拶
明大前 小 野 支部長

講　師
山田 稔幸 税理士

中華料理「栄新楼」にて行なわれた支部懇談会



葬儀全般・家族葬・直葬・慶弔・生花・花輪
～霊安室も完備しています～

株式会社 北 進　 おくりびと
代表取締役　北 澤 史 朗

本　 社：〒166-0013　杉 並 区 堀 ノ 内１－１７－２
世田谷営業所：〒156-0044　世田谷区赤堤5－4－4

TEL.03(3313)9444 http://hokushin.e-whs.net/

N

  50枚 1,980円(税別)

100枚 3,480円(税別)
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会員紹介 　 T O R I I 　（梅丘支部）

会員紹介 　 M u s i c  I s l a n d  O 　（下北沢支部）

所在地：世田谷区北沢2-8-8 NSビル3F

WEB：http://o.organiq.biz/

FB WEB：http://www.facebook.com/music.island.o

MAIL： info@organiq.biz

定休日： 不定休（webに記載）

営業時間：通常営業時間：19:00〜25:00 

(週末土日はイベント内容に依存します)

Music Island O（通称：オー）は開放感のあるフロアとステージを活かした、

いつでも生の音楽を聴くことができるミュージック・バーです。

平日（月～金）はお客様も歌や演奏に参加することができる日替わりセッショ

ンイベントを開催しております（参加料が2000 円かかります）。

演奏されなくても音楽好きな方のために、通常のバーとしてもご利用いただ

けます（チャージ無料）

週末（土・日）や平日の昼間はライブイベントやホール貸切など、パーティ各

種会場としてもご利用いただけます。

★音楽と人が大好きな夫婦2 人で始めました。

音楽イベントだけでなく、立地と店内の開放感を活かしたイベントを増やし

ていきたいと考えております。また地域のイベント等にも積極的に参加した

いと思っています。 是非お気軽にご相談ください。

※お問い合わせはホームページ・facebook公式ページまたはメールにてお願

いいたします。

TM

www.torii-jpn.com

TEL : 080-7953-1966   
Mail : tori i . jpn@gmail .com
WEB : www.torii-jpn.com

デザイナー   
髙田リンセイ
出身地  東京都世田谷区

はじめまして、デザイナーの髙田リンセイと申し
ます。鳥居をアイコンにしたステンレス商品をデ
ザインしてます。日本は十字架よりも鳥居なのか
な？と思い始めました。身に着けることで自分か
ら見た鳥居、人から見た鳥居、どちらも護られて
いるような気がします。誰もが必ず一度は鳥居を
くぐり、手を合わせお願い、お祈りを経験してい
る神社に存在する鳥居を身に着けていただけた
らと願っております。



ほうじん北沢 ４・５月号
平成 29 年５月 1 日発行　

　発行所　〒 154-0022
　　　　　東京都世田谷区梅丘 1-43-1
　　　　　公益社団法人 北沢法人会
　発　行　人　飯野　光彦　
　広報委員長　竹股　克之　
　編　集　人　塩原　孝夫
　　　　　TEL  03-5450-7121
　　　　　FAX 03-5450-7122

当誌は全頁にて再生紙を
使用しています。

税金クイズの答え
第１問　答え　③　２００万円

設置費用については諸説あります
が一つの交差点（４基）で400 万円
～700 万円といわれていますので１
基では200 万円くらいになります。

第２問　答え　③　１兆分の１

第１次世界大戦に敗れたドイツは多
額の戦時賠償責任を負わされること
になります。このためマルクの価値
が壊滅的に暴落しました。１兆マル
クを１レンテンマルクとするレンテ
ンマルクの発行で収束しました。

（出典：http://blog.livedoor.jp/nandeya_umeda/archives/51275113.html）
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リ レ ー 後 記
★私と俳句★

　テレビの‘ プレバト‘ という番組で夏井
いつき先生の俳句が評判になっていま
す。
　流行りにちなんで、私も自己流ながら
春の駄作を一句…
 ＊ 桜東風やふるさと遠く父母ぞ亡き
 ＊ 病む人に障子を開けて桃の花
 ＊ 水温む農夫鉢巻き締め直し
 ＊ 猫の子や獲物狙うも後ずさ る
 ＊ 紫陽花の毬持ち上げて径譲り

（給田・北烏山支部  上村 ともえ）

★花見堂小学校の閉校★
　今年の３月で花見堂小学校が57
年の歴史に幕を閉じました。
　若林小学校・代沢小学校の分校
として昭和 34 年に創立。で私と同
じ。私に妹たち、子供３人に甥姪が
４人と10 人が15 年たす26 年で41
年間お世話になりました。
　子供たちには入学する前から校
歌を教えこんでいました。父と私と
でＰＴＡの会長を務めさせていた
だき、夏祭りではアラレちゃんの

恰好をしてうんち棒もって走りま
わったり、お母さんたちとモー娘を
うたって踊ったり、子供たちが6, 4, 
1 年のときの運動会は応援に忙し
かったりと思い出はつきません。
　今まで何回となく閉校の噂はで
ていたのですが、小学校は避難場所
だしねぇと思っていましたが本当
になってしまうとは。子供が少なく
なってしょうがないのでしょうが、
寂しいですね。

（代沢・代田支部  坂田 裕紀子）

★心身の道を求める楽しみ★
　人間が生きていくために必要なも
のが四つある。それは「空気」「水」「食
物」「コミュニケーション」で、コミュ
ニケーションとは、人間の持つ温かさ
を伝えあうことと言っています。私
にとって将棋は、このようなコミュ
ニケーションで、人生の機縁がありま
す。
　若い頃、大山名人と将棋で二枚落ち
の席上対局があり、幸いに金星をあ
げ、当時は将棋も指す女性も少なく話
題になりました。
　対局の記念に名人署名入りの駒を
いただきました。駒箱には「運在天」

とあり、この駒を取りもつ縁で夫と結
婚しました。
　大いなるものに抱かれることを
　今朝吹くかぜの淋しさに知る
　　　　　　　　　　　（山田無文）

　五十代半ばで「人間未熟」という東
洋思想の勉強会を始めた夫の川柳を
紹介します。
○この人と向き合う７六歩３四歩
○箱にいるときは王将仲よし
○プラスゼロそれを調和と言うんだよ
○人文字の濁点にいる君と僕
○人生のパズルに愛というヒント
○そしてねと話すあなたに幸もらう

○夕映えの彩で還暦祝われる
○楽隠居そんな言葉もあった筈
○次の世もあなたの傍に指定席
　私は三十才過ぎてから将棋のプロ
女流棋士一期生としてスタート、四十
年過ごしてきました。
　現在は、将棋界も引退して自由人で
すが、棋は対話なりを基に希望や理想
を見失わないよう、常に前を見続けて
いきたいものです。
　創造する喜び、感動する喜び、出会
いの中で生まれる喜びを本当にあり
がとう!!

（千歳台・船橋支部　多田 佳子）



税金クイズの答え
第１問　答え　③　約６０％

たばこには千本あたりたばこ税（国税）
5,302 円、たばこ特別税（国税）820 円、道
府県たばこ税（地方税）860 円、区市町村
たばこ税（地方税）5,262 円、合計12,244 円
の税金が課されています。１箱20 本入り
では、12,244 円×（20 ／1,000）＝244 円88
銭となる計算です。１箱を410 円とすると
約60％が税金ということになります。

第２問　答え　①　徳川綱吉

江戸の政治も元禄の頃になるとたるんで
きます。元禄文化が栄え、赤穂浪士の討ち
入りに狂奔した元禄時代は平和ではあり
ましたが財政事情が苦しくなる時代でも
ありました。その後、幾多の改革を経ます
が、江戸幕府の弱体化には歯止めはかけら
れなかったようです。
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